
【歳入】

・地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　

【歳出】

・地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

国・県支出金 地方債 その他
地方消費税交付金

 (社会保障財源化分) その他

社会福祉事業 293,640 201,908 0 0 13,820 77,912

障害者福祉事業 90,709 33,697 0 1,801 8,318 46,893

高齢者福祉事業 28,165 234 0 654 4,109 23,168

母子福祉事業 7,047 3,317 0 0 562 3,168

児童福祉事業 72,304 10,751 0 21,188 6,081 34,284

小    計 491,865 249,907 0 23,643 32,890 185,425

国民健康保険支援事業 150,871 57,131 0 4218 13,487 76,035

介護保険事業 238,536 14,285 0 0 33,785 190,466

後期高齢者医療支援事業 209,470 32,069 0 4255 26,086 147,060

小    計 598,877 103,485 0 8,473 73,358 413,561

疾病予防対策事業 93,015 11865 0 3 12,226 68,922

母子保健事業 10,657 8209 0 0 369 2,079

健康づくり推進事業 1,408 0 0 45 205 1,158

小    計 105,080 20,074 0 48 12,800 72,159

1,195,822 373,466 0 32,164 119,048 671,145

社会福祉

合    計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　平成26年4月1日から消費税率が5％から8％へ引き上げられ、また令和元年10月1日からは8％が10％に引き上
げられましたが、この地方消費税交付金の増収分については、使途を明確化し、社会保障4経費及びその他社会
保障施策に要する経費に充てることとされています。
　本町では、令和5年度当初予算において下記の経費に充てる予定としています。

（単位：千円）

119,048千円

1,195,822千円

事           業           名
令和5年度
当初予算額

財    源    内    訳

特    定    財    源 一    般    財    源

保健衛生

社会保険


